
 

 
 
 

和 解 契 約 書（全部） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）について、申立人Ｘ有限会社（以下「申立人」という。）と被申立人

東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する（以下

｢本和解｣という。）。 

１ 和解の範囲 

  申立人と被申立人は、本件に関し、下記の各損害項目について和解するこ

ととし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確

認する。 

記 

(1) 追加的費用（内訳：ロータリー式六角洗浄機一式購入費、動力容量

変更工事費用、乾燥場の舗装工事費用、洗浄機製作・試運転のため

の出張旅費）  

 (2)  本件和解仲介に関する弁護士費用 

２ 和解金額 

  被申立人は、申立人に対し、第１項記載の損害項目についての和解金とし

て、下記のとおり金８１８万８８７６円の支払義務があることを認める。 

記 

(1) 追加的費用（内訳：ロータリー式六角洗浄機一式購入費 6,955,840 円、

動力容量変更工事費用273,000円、乾燥場の舗装工事費用551,775円、

洗浄機製作・試運転のための出張旅費 169,751 円） 

小計金７９５万３６６円 

(2)  本件和解仲介に関する弁護士費用 

金２３万８５１０円 

(3)  上記合計 

金８１８万８８７６円 

３ 支払方法 

（省略） 

４ 清算条項 

申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目について、以下の点を相互に確

認する。 

(1) 本和解に定める金額を超える部分については、本和解の効力は及ばず、

申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求をすることを妨げない。ただ

し、本件和解仲介に関する弁護士費用については、本和解に定めるものの

ほか、当事者間に何らの債権債務がない。 

(2) 本和解に定める金額に係る遅延損害金については、申立人は被申立人に

対して別途請求しない。 

５ 手続費用 

福島県の採取業者から原材料を仕入れ、漢方生薬剤原料の加工、販売業を

営む申立会社について、原発事故後、厚生労働省の通達を受けた取引先から

生薬洗浄を指示され、高性能生薬洗浄機の開発・購入を余儀なくされたとし

て、高性能生薬洗浄機の取得費用が賠償された事例。 
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本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が署名（記名）押印の上、各１通ずつを保有するものとする。また、被申立

人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付す

る。 

平成２５年１２月５日 

 

（仲介委員 鈴木雅芳） 


